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市は、あなたの活動の万が一に備えています!
－ 福津市 市民活動団体保険制度のご案内 －

保険の対象となる市民活動団体とは

　自治会 ( 区 ) や、郷づくり推進協議会、その他市民活動団体などの皆さんが、安心して社会貢献活動を行う
ことができるよう、活動中の不慮の事故を対象にした保険です。市が加入している保険ですので、団体の皆さ
んに、保険料の負担はありません。あらかじめ市の各担当課が、保険の対象となる団体とその活動を把握して
いる場合に適用されます。

●市内に所在し、非営利で、自主的に社会貢
献活動を継続的かつ計画的に行う団体

保険の対象とならない活動例

補償の内容（給付日数には、制限があります）

●スポーツ活動
●報酬がある活動（交通費などの実費支給は、無報
酬とみなします）

●営利を目的にする活動
●災害時のボランティア活動
●害虫（獣）駆除、海難（山岳）救助、野（山）焼
きの活動

●政治・宗教を目的とした活動
●市が主催する活動（市の委託を受けた活動は対象と
なります）

※自動車使用中は、基本的に対象外です。ただし、保険の
対象となる活動中に、運転者および同乗者がケガをした
場合の傷害保険はあります。賠償保険はありません。

保険の対象となる人は
●市民活動団体の代表者、役員、構成員
●市民活動団体の依頼を受けて市民活動の企
画・実施・指導などを行う人

●市民活動団体が主催、または福津市より依
頼された市民活動行事に参加し実践する人

社会貢献活動とは
●不特定かつ多数の人の利益に貢献する活動
　【活動例】
　全市環境美化運動、分別収集、松林保全活動、
防犯パトロール

※活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対
象になります。
※会員の親睦、趣味のサークル活動、スポーツ行
事への参加は対象になりません。

※事故が起きたときは、市の各担当課に連絡してください。
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死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金
通院保険金

賠償責任保険金
※法律上の賠償責任を負った
　場合に補償されます。

補償金額

５00万円
５00万円限度
５,000円 /日
３,000円 /日

対人6,000万円／1名
3億円／1事故 

対物300万円／1事故

計画に無理はありませんか（内容・スケジュールなど）。
運営は適正に行われていますか（天候・予定の変更対応・指示系統など）。
使用する施設の点検・管理は万全ですか（グラウンド・テントなど）。
借用する用具類の管理は万全ですか。また、指導者の人数は十分ですか。
注意事項は、全員に徹底されていますか。また、緊急時の連絡体制は万全ですか。


